
関東信越国税局
相続税１
（Ｈ23）

(1)　課税状況

人 千円

外 - 外 -

19,934             1,508,797,684       

536                14,996,010          

9,858              153,583,733         

1,979              7,030,025           

実 20,015             1,377,239,986       

算 出 税 額 19,831             192,033,398         

２ 割 加 算 額 1,662              1,903,872           

計 実 19,831             193,937,270         

暦 年 課 税 分 贈 与 税 628                412,226             

配 偶 者 3,183              44,344,812          

未 成 年 者 182                45,413              

障 害 者 434                596,540             

相 次 相 続 751                2,183,790           

外 国 税 額 2                  23,746              

計 実 4,917              47,606,526          

実 17,194             146,330,744         

153                981,771             

17,171             145,348,974         

311                7,633,061           

9                  813,623             

納 付 税 額 実 17,120             137,048,026         

還 付 税 額 実 59                 145,736             

-                  -                   

6,943              567,140,000         

調査対象等：

    　　（注） 　１　「遺産に係る基礎控除額」欄の人員は、被相続人の数である。
　２　外書は災害減免法第６条の適用を受けた人員及び被害を受けた部分の価額を示す。
　３　「相続人の数」欄の「実」は、実人員を示す。

５－１　課税状況

取 得 財 産 価 額

課 税 価 格

相 続 時 精 算 課 税 適 用 財 産 価 額

債 務 控 除 額

区　　　　　　　　　　分

暦 年 課 税 分 贈 与 財 産 価 額

相　続　人　の　数 金　　　　　額

申 告 納 税 額

差 引 税 額

農 地 等 納 税 猶 予 額

  平成23年中に相続が開始した被相続人から、相続、遺贈又は相続時精算課税に係る贈
与により財産を取得した者（同一被相続人から財産を取得した者全員が差引税額のない
場合を除く。）について、平成24年10月31日までの申告又は処理（更正、決定等）によ
る課税事績を「申告書、決議書等」に基づいて作成した。

相 続 税 額

遺 産 に 係 る 基 礎 控 除 額

災 害 減 免 法 第 ４ 条 に よ る 免 除 税 額

税 額 控 除

株 式 等 納 税 猶 予 額

小 計

相 続 時 精 算 課 税 分 贈 与 税 額 控 除 額



関東信越国税局
相続税１
（Ｈ23）

(2)　課税状況の累年比較

相続人の数 金　　額 相続人の数 金　　額 相続人の数 金　　額

人 千円 千円 千円 人 千円 人 千円 人

平 成 19 年 分 19,121     1,408,016,937    218,195,614      57,891,419       16,248     151,220,033      66         143,072          6,473      

平 成 20 年 分 19,362     1,452,257,759    228,795,688      60,287,152       16,471     157,978,632      49         121,569          6,583      

平 成 21 年 分 18,298     1,324,299,439    198,962,043      52,938,867       15,596     137,002,407      64         508,751          6,306      

平 成 22 年 分 19,494     1,354,799,039    195,503,247      47,038,147       16,567     140,140,028      97         203,204          6,696      

平 成 23 年 分 20,015     1,377,239,986    193,937,270      47,606,526       17,120     137,048,026      59         145,736          6,943      

　（注）この表は、「(1)課税状況」を累年比較したものである。

年　　　分
課税価格 納付税額

被相続人の数相続税額 税額控除
還付税額



関東信越国税局
相続税１
（Ｈ23）

(3)　税務署別課税状況

相続人の数 金　　　額 相続人の数 金　　　額

人 千円 人 千円 人

水 戸 440 26,960,880 368 1,993,240 154
日 立 252 15,699,721 216 1,243,923 90
土 浦 357 22,102,428 304 1,731,979 139
古 河 164 11,369,457 139 811,480 62
下 館 213 13,527,292 171 968,711 84
竜 ケ 崎 308 17,257,323 269 963,250 117
太 田 284 18,034,273 234 1,446,916 103
潮 来 144 7,550,471 111 373,120 52
茨 城 県 計 2,162 132,501,845 1,812 9,532,618 801

宇 都 宮 602 47,017,182 522 4,564,047 217
足 利 173 10,669,333 145 1,005,855 62
栃 木 455 27,049,757 387 1,987,527 165
佐 野 166 12,107,820 143 1,538,458 57
鹿 沼 148 9,133,511 127 739,689 54
真 岡 83 4,866,454 68 297,341 30
大 田 原 154 11,487,651 123 1,323,450 53
氏 家 121 6,769,159 94 413,770 44
栃 木 県 計 1,902 129,100,867 1,609 11,870,137 682

前 橋 468 28,473,981 388 1,925,655 171
高 崎 662 36,968,090 566 2,510,383 233
桐 生 195 11,683,331 165 796,726 64
伊 勢 崎 231 12,189,709 187 574,316 86
沼 田 64 4,872,697 52 400,334 28
館 林 439 24,225,199 373 1,550,694 154
藤 岡 70 3,630,374 60 205,094 26
富 岡 62 3,423,074 51 126,363 22
中 之 条 24 1,761,655 21 133,704 11
群 馬 県 計 2,215 127,228,110 1,863 8,223,270 795

川 越 1,145 81,727,712 981 7,832,832 400
熊 谷 425 25,045,245 373 1,950,720 149
川 口 970 86,184,260 866 12,175,016 295
西 川 口 465 42,297,793 414 6,574,145 149
浦 和 1,054 98,745,709 927 14,182,861 352
大 宮 808 58,739,111 716 6,759,072 277
行 田 265 16,894,130 220 1,481,592 100
秩 父 152 8,849,910 131 656,178 51
所 沢 1,108 76,093,901 963 7,084,790 365
本 庄 115 7,610,643 91 469,391 49
東 松 山 253 16,101,484 216 1,510,038 87
春 日 部 796 49,396,002 698 3,999,313 271
上 尾 763 51,662,440 666 5,449,999 247
越 谷 852 66,865,944 735 8,307,860 262
朝 霞 595 71,592,866 524 12,189,715 191
埼 玉 県 計 9,766 757,807,150 8,521 90,623,522 3,245

新 潟 622 44,622,313 530 4,335,577 215
新 津 97 5,492,098 81 331,356 39

巻 147 10,366,321 117 1,063,427 53
長 岡 274 15,979,039 241 1,279,470 93
三 条 192 12,692,287 158 1,348,972 67
柏 崎 70 4,124,764 59 287,002 25
新 発 田 119 7,285,932 101 717,464 40
小 千 谷 82 4,217,489 72 188,070 34
十 日 町 31 2,128,782 27 203,987 12
村 上 39 2,174,219 30 123,443 16
糸 魚 川 33 1,907,116 27 73,415 15
高 田 151 8,794,347 122 649,081 54
佐 渡 34 1,838,896 31 89,649 13
新 潟 県 計 1,891 121,623,603 1,596 10,690,912 676

長 野 574 28,487,424 482 1,378,393 191
松 本 356 19,443,619 290 1,127,598 137
上 田 335 16,570,118 283 833,339 118
飯 田 169 8,463,096 143 479,015 59
諏 訪 242 12,856,171 190 696,777 87
伊 那 111 7,322,997 87 685,488 41
信 濃 中 野 69 3,828,508 59 206,383 29
大 町 33 1,640,797 27 83,913 13
佐 久 173 9,482,873 142 583,038 63
木 曽 17 882,808 16 33,621 6
長 野 県 計 2,079 108,978,411 1,719 6,107,566 744

総 計 20,015 1,377,239,986 17,120 137,048,026 6,943
（注）　この表は、「(1)課税状況」を税務署別に示したものである。

税　務　署　名
課　税　価　格 納　付　税　額 被相続人

の数



関東信越国税局
相続税１
（Ｈ23）

(4)　申告及び処理の状況

人 千円 人 千円 人

申 告 額 20,028  1,376,042,789  17,122  136,997,466    6,943   

修正申告による増差額 320     3,031,434      573     516,168        247     

更 正 に よ る 増 差 額 -       -              -       -              -       

更 正 等 に よ る 減 差 額 167     △ 1,834,237      235     △ 465,608        108     

決 定 額 -       -              -       -              -       

計 実 20,015  1,377,239,986  実 17,120  137,048,026    実 6,943   

申 告 額 801     39,045,123     703     2,634,101      342     

修正申告による増差額 3,242   41,142,088     4,760   8,965,343      1,844   

更 正 に よ る 増 差 額 13      162,552        25      48,992         11      

更 正 等 に よ る 減 差 額 1,420   △ 18,261,641     2,057   △ 5,310,548      879     

決 定 額 10      349,509        10      16,729         8       

計 実 5,396   62,437,631     実 7,352   6,354,618      実 2,723   

申 告 額 20,829  1,415,087,912  17,825  139,631,567    7,285   

修正申告による増差額 3,562   44,173,522     5,333   9,481,512      2,091   

更 正 に よ る 増 差 額 13      162,552        25      48,992         11      

更 正 等 に よ る 減 差 額 1,587   △ 20,095,878     2,292   △ 5,776,156      987     

決 定 額 10      349,509        10      16,729         8       

計 実 25,411  1,439,677,617  実 24,472  143,402,644    実 9,666   

調査対象等：

金　　額
被相続人の数

相続人の数 金　　額

課　税　価　格 納　付　税　額

相続人の数

合 計

過年分

本年分

区　　　　　分

　「本年分」は平成23年中に相続が開始した被相続人から、相続、遺贈又は相続時精算課税に係る贈与により財
産を取得した者（同一被相続人から財産を取得した者全員が差引税額のない場合を除く。）について、平成24年
10月31日までの申告又は処理（更正、決定等）による課税事績を、「申告書、決議書」等に基づいて作成した。

  「過年分」は、平成22年中に相続又は遺贈により財産を取得した者について、平成23年11月１日（東日本大震
災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律により申告期限が延長された者は平成24年１月12日）
から平成24年６月30日までの間の申告又は処理（更正、決定等）による課税事績を、平成21年以前に相続又は遺
贈により財産を取得した者について、平成23年７月１日から平成24年６月30日までの間の申告又は処理（更正、
決定等）による課税事績を、「申告書、決議書等」に基づいて作成した。

　    （注） 「相続人の数」及び「被相続人の数」欄の「実」は、実人員を示す。



関東信越国税局
相続税１
（Ｈ23）

(5)　加算税の状況

相続人の数 金　　額 相続人の数 金　　額 相続人の数 金　　額

人 千円 人 千円 人 千円

本 年 分 85          8,710       103         34,978      10          38,512      

過 年 分 3,249       556,417     485         160,980     648         907,391     

合 計 3,334       565,126     588         195,958     658         945,902     

　調査対象等：「(4)申告及び処理の状況」と同じである。

区　　　分
過少申告加算税 無申告加算税 重　加　算　税



関東信越国税局
相続税２
（Ｈ23）

(1)　人員、課税価格及び税額

うち相続時精算課
税 適 用 財 産 価 額

う ち 暦 年 課 税 分
贈 与 財 産 価 額

人 千円 千円 千円 千円 人

１ 億 円 以 下 1,648      139,245,608     2,477,093       695,559         2,004,014       3,837           

１ 億 円 超 3,455      477,957,889     4,284,504       2,586,537       19,733,510      11,337          

２ 〃 914        220,850,732     1,937,303       1,428,219       18,626,661      3,341           

３ 〃 534        202,130,259     1,663,908       1,132,826       27,428,848      1,935           

５ 〃 195        113,913,894     911,331         451,309         19,029,087      749             

７ 〃 109        87,928,070      536,264         450,173         18,189,936      447             

10 〃 70         88,978,745      291,122         192,099         20,906,174      283             

20 〃 15         33,931,077      899,809         82,078          8,530,428       59              

30 〃 3          11,106,515      1,889,427       12,161          2,548,808       11              

50 〃 -          -               -               -               -               -               

70 〃 -          -               -               -               -               -               

100 〃 -          -               -               -               -               -               

6,943      1,376,042,789   14,890,761      7,030,962       136,997,466     21,999          

  平成23年中に相続が開始した被相続人から、相続、遺贈又は相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した者（同一被相続
人から財産を取得した者全員が差引税額のない場合を除く。）について、平成24年10月31日までに提出された「申告書（修正申
告書を除く。）」に基づいて作成した。

調査対象等：

課 税 価 格 階 級

合　　計

５－２　課税価格階級別

納 付 税 額 法定相続人の数課 税 価 格被相続人の数



関東信越国税局
相続税２
（Ｈ23）

(2)　　法定相続人員別の被相続人数

０　人
のもの

１　人
のもの

２　人
のもの

３　人
のもの

４　人
のもの

５　人
のもの

６　人
のもの

７　人
のもの

８　人
のもの

９　人
のもの

10　人
のもの

10人超
のもの

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

１ 億 円 以 下 37      302     578     545     186     -       -       -       -       -       -       -       

１ 億 円 超 11      215     689     1,143   924     319     95      33      14      9       3       -       

２ 〃 2       30      138     289     263     112     52      14      4       3       1       6       

３ 〃 -       17      77      161     167     81      16      10      3       2       -       -       

５ 〃 -       4       22      60      60      32      11      1       1       1       2       1       

７ 〃 -       2       10      22      40      21      9       3       1       -       -       1       

10 〃 -       1       5       14      29      14      5       2       -       -       -       -       

20 〃 -       -       1       5       5       2       2       -       -       -       -       -       

30 〃 -       -       -       1       2       -       -       -       -       -       -       -       

50 〃 -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

70 〃 -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

100 〃 -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

50      571     1,520   2,240   1,676   581     190     63      23      15      6       8       

　　　（注） 　この表は、「(1)人員、課税価格及び税額」の「被相続人の数」欄を法定相続人員別に示したものである。

法　定　相　続　人　員　別　被　相　続　人　数

合　　計

課 税 価 格
階 級



関東信越国税局
相続税３
（Ｈ23）

被相続人数、取得財産価額

取　得　財　産　価　額

人 千円

田 （耕作権及び永小作権を含む。） 2,089 41,656,597

畑 （耕作権及び永小作権を含む。） 3,047 139,467,377

宅 地 （ 借 地 権 を 含 む 。 ） 6,495 498,774,737

山 林 1,588 17,079,248

そ の 他 の 土 地 2,635 102,192,224

計 実 6,608 799,170,183

6,306 86,173,681

機械器具、農耕具、じゅう器、備品 1,167 1,984,434

商品、製品、半製品、原材料、農産物等 160 306,575

売 掛 金 238 892,330

そ の 他 の 財 産 439 2,056,054

計 実 1,446 5,239,393

特 定 同 族 会 社 の 株 式 及 び 出 資 1,172 40,681,986

同 上 以 外 の 株 式 及 び 出 資 4,436 44,347,373

公 債 及 び 社 債 1,463 25,272,099

投 資 ・ 貸 付 信 託 受 益 証 券 1,919 32,938,323

計 実 5,312 143,239,782

6,916 333,222,023

4,931 2,125,510

生 命 保 険 金 等 1,595 45,255,746

退 職 金 及 び 功 労 金 等 432 16,950,124

立 木 441 371,295

そ の 他 5,971 76,581,379

計 実 6,147 139,158,543

実 6,918 1,508,329,115

399 14,890,761

債 務 6,247 137,364,027

葬 式 費 用 6,817 16,844,022

計 実 6,870 154,208,049

実 6,924 1,369,011,827

1,125 7,030,962

実 6,943 1,376,042,789

（注） 　「被相続人の数」欄の「実」は、実人員を示す。

そ
の
他
の
財
産

現 金 、 預 貯 金 等

家 屋 、 構 築 物

家 庭 用 財 産

合 計

５－３　相続財産種類別

土
　
 
　
地

事
業
（

農
業
）

用
財
産

有
価
証
券

被　相　続　人　の　数取　得　財　産　等　の　種　類

調査対象等：   平成23年中に相続が開始した被相続人から、相続、遺贈又は相続時精算課税に係る贈与により財産を
取得した者(同一被相続人から財産を取得した者全員が差引税額のない場合を除く。）について、平成
24年10月31日までに提出された｢申告書（修正申告書を除く。）」に基づいて作成した。

相 続 時 精 算 課 税 適 用 財 産 価 額

課 税 価 格

加 算 贈 与 財 産 価 額 ／ 暦 年 課 税 分 贈 与 財 産 価 額

差 引 純 資 産 価 額

債
務
等
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